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平成 30 年 11 月 26 日 (月曜日) 千 葉 県 報 第１３３８１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

国
定
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

保
安
林
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
区
画
整
理
法
に
基
づ
く
建
築
物
等
の
移
転
又
は
除
却
の
通
知
及
び
照
会
の
送
付
に
代
わ 

 
 

 

 
 

る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

地
方
自
治
法
等
の
規
定
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
人
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

水
道
局
公
告 

○ 

給
水
装
置
工
事
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

給
水
装
置
工
事
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
の
廃
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号 

 

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
房
総
国
定

公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事

業

の

名

称 

事

業

の

種

類 

事

業

の

位

置 

決

定

年

月

日 

勝

浦

シ

ー

サ

イ

ド

パ
ー
ク
リ
ゾ
ー
ト 

宿
舎 

勝
浦
市
（
行
川
） 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十

六
日 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

指
定
番
号 

指 

定 

す 

る 

区 

域 

埋
立
地
の
区
分 

一
―
七 

南
房
総
市
白
浜
町
滝
口
字
門
越
三
、
二
三
二
番
、

三
、
二
三
三
番
一
、
三
、
二
三
三
番
二
、
三
、
二
三

四
番
一
、
三
、
二
三
四
番
二
、
三
、
二
三
六
番
か
ら

三
、
二
四
四
番
ま
で
、
三
、
二
四
七
番
、
三
、
二
四

八
番
、
三
、
二
九
六
番
か
ら
三
、
三
一
〇
番
ま
で
、

三
、
三
三
三
番
か
ら
三
、
三
三
七
番
ま
で
、
三
、
三

四
八
番
一
、
三
、
三
四
八
番
二
及
び
三
、
三
四
九
番

の
一
部 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

令
第
三
十
五
号
）
第
十
二

条
の
三
十
一
第
二
号
に
掲

げ
る
埋
立
地 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
府
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
年
十
一
月
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

長
生
郡
一
宮
町
東
浪
見
字
川
間
新
田
下
六
九
六
〇
番
一
一
、
六
九
六
〇
番
一
六
、
字
釣
ケ
崎
下
六
九

六
一
番
七 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

飛
砂
の
防
備
、
潮
害
の
防
備
及
び
公
衆
の
保
健 

三 
解
除
の
理
由 

 
 

県
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号 

 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
柏
都
市
計
画
事
業
柏
北
部
中
央
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整

理
事
業
に
係
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
建
築
物
等
の
移
転
又
は
除
却
の
通
知
及
び
照
会
に
つ
い
て
は
、
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
受
領
を
拒

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

30

年

11 

月

26

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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ん
だ
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
書
類
の
送
付
に
代
え
て
通
知
及
び
照
会
の
内

容
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者 

通 

知 

及 

び 

照 

会 

の 

内 

容 

氏 
 

名 

住 
 

所 

中
村
孝
之 
柏
市
小
青
田
二
丁

目
三
番
地
八 

一 

建
築
物
等
の
所
在 

柏
市
若
柴
字
馬
具
山
三
〇
〇

番
一
七 

二 

土
地
所
有
者 

中
村
孝
之 

三 

建
築
物
等
の
構
造
及
び
数
量 

建
築
物
そ
の
他
の

工
作
物
又
は
竹
木
土
石
等
一
式 

四 

移
転
又
は
除
却
の
期
限 

平
成
三
十
年
十
二
月
十

五
日 

五 
照
会
の
内
容 

三
の
建
築
物
等
を
四
の
期
限
ま
で

に
自
ら
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
意
思
の
有
無 

 

注 

当
該
通
知
及
び
照
会
は
、
柏
市
若
柴
三
五
四
番
及
び
十
余
二 

四
〇
四
番
四
六
に
掲
示
す
る
。 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の

請
求
）
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
（
監
査
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十

分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
議
会
の
解
散
の
請
求
）
、
第
八
十
一
条
第
一
項
（
長
の
解
職

の
請
求
）
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
（
副
知
事
、
選
挙
管
理
委
員
、
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員

の
解
職
の
請
求
）
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
（
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
（
議
員
の
解
職
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

長
谷
川 

 

康 

博 
 

 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
〇
四
、
九
二
一
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

七
五
五
、
七
五
五
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
な
い

場
合
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数 

 
 

印
旛
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二
、
〇
〇
九
人 

 
 

長
生
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
五
九
七
人 

 
 

山
武
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
六
五
一
人 

 
 

香
取
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
〇
七
七
人 

 
 

千
葉
市
中
央
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

五
七
、
三
四
九
人 

 
 

千
葉
市
花
見
川
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 

四
九
、
六
一
四
人 

 
 

千
葉
市
稲
毛
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
六
九
八
人 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
三
四
人 

 
 

千
葉
市
緑
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
九
〇
二
人 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
七
五
二
人 

 
 

銚
子
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
八
四
七
人 

 
 

館
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
五
一
七
人 

 
 

木
更
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
二
四
一
人 

 
 

野
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
一
一
八
人 

 
 

茂
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
五
、
六
八
八
人 

 
 

成
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
六
六
一
人 

 
 

佐
倉
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
九
、
五
七
一
人 

 
 

東
金
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
六
、
五
五
一
人 

 
 

旭
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
四
三
三
人 

 
 

習
志
野
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七
、
四
三
五
人 

 
 

柏
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
五
、
三
二
〇
人 

 
 

勝
浦
市
・
夷
隅
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 

一
〇
、
三
五
五
人 

 
 

市
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
七
、
五
六
二
人 

 
 

流
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
一
、
〇
八
二
人 

 
 

八
千
代
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
三
、
七
九
九
人 

 
 

我
孫
子
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
一
九
二
人 

 
 

鴨
川
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
五
八
一
人 

 
 

鎌
ケ
谷
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
七
七
九
人 

 
 

君
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四
、
三
四
二
人 

 
 

富
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
一
八
四
人 



  

三 
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浦
安
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
九
六
七
人 

 
 

四
街
道
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
五
九
七
人 

 
 

袖
ケ
浦
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
四
八
三
人 

 
 

八
街
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
九
一
七
人 

 
 

印
西
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
七
五
七
人 

 
 

白
井
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
一
三
五
人 

 
 

富
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
七
四
七
人 

 
 

南
房
総
市
・
安
房
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

一
三
、
七
四
四
人 

 
 

匝
瑳
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
五
二
八
人 

 
 

香
取
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
二
、
三
〇
九
人 

 
 

山
武
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
、
〇
五
三
人 

 
 

い
す
み
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
、
一
七
七
人 

 
 

大
網
白
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
一
四
、
一
七
一
人 

四 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十

万
以
下
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

 
 

市
川
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
三
、
八
五
五
人 

 
 

船
橋
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
四
、
〇
〇
九
人 

 
 

松
戸
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
五
、
二
七
二
人 

公

告 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
倉
町

金
沢
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 
治 

 
 

一 

退
任
理
事 

 
 

南
房
総
市
千
倉
町
北
朝
夷
二
、
二
七
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

田 
 

義 

雄 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
瀬
戸
二
、
四
三
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

吉 

夫 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
牧
田
一
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平 

川 
 

利 

昭 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
北
朝
夷
一
、
〇
一
二
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

栗 

原 
 

富 

男 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

 

二
、
二
三
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

和 

義 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
牧
田
一
七
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平 

川 
 

幸 

男 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

一
三
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗 

原 
 

 
 

操 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
瀬
戸
一
、
四
〇
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

畑 
 

 
 

昇 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

二
、
〇
一
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

藤 
 

 
 

滿 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

二
、
二
四
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井 

上 
 

 
 

実 

二 

退
任
監
事 

 
 

南
房
総
市
千
倉
町
瀬
戸
一
、
二
二
九
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川 

名 
 

 
 

薫 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
北
朝
夷
二
、
三
二
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

木 
 

德 

道 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
瀬
戸
一
、
〇
八
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

美 

芳 

三 

就
任
理
事 

 
 

南
房
総
市
千
倉
町
瀬
戸
二
、
四
三
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

吉 

夫 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

二
、
〇
一
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

藤 
 

 
 

滿 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
牧
田
一
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平 

川 
 

利 

昭 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

一
七
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平 

川 
 

幸 

男 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

一
三
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗 

原 
 

 
 

操 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
瀬
戸
一
、
三
三
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋 

田 
 

 
 

守 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

一
、
一
三
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和 

田 
 

明 

夫 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

一
、
六
八
二
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

波
々
壁 

 

和 

德 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

二
、
二
四
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井 

上 
 

 
 

実 

 
 

〃 
 

 

千
倉
町
北
朝
夷
二
、
二
三
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

和 

義 

四 

就
任
監
事 

 
 

南
房
総
市
千
倉
町
北
朝
夷
二
、
二
七
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

田 
 

義 

雄 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

 

七
四
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

相 

川 
 

英 

一 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

 
 

 

二
、
二
七
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

信 

義 

  
 

 

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日
四
街
道
市
の
変
更
に
係
る
四
街
道
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書

の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日
四
街
道
市
の
変
更
に
係
る
四
街
道
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図

書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 



 
 

 

四 
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水

道

局

公

告 

 
 

 
給
水
装
置
工
事
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定 

 

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
水
道
局
長 

 

岡 

本 
 

和 

貴 
 

 

指
定
番
号 

名

称 

住

所 

代
表
者
氏
名 

給
水
区
域
で
給
水
装
置

工
事
の
事
業
を
行
う
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在

地 

指
定
年
月
日 

 
 

 
 

名

称 

所

在

地 
 

第
二
〇
五

五
号 

植
草
設
備 

市
原
市
山

田
橋
三
丁

目
一
番
地

五
〇 

植
草
公
昭 

植
草
設
備 

市
原
市
山

田
橋
三
丁

目
一
番
地

五
〇 

平
成
三
十
年

五
月
二
十
三

日 

第
二
〇
五

六
号 

株
式
会
社

ネ
ク
ス
ト

イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン 

東
京
都
中

央
区
銀
座

三
丁
目
一

三
番
四
号

真
光
ビ
ル

四
Ｆ
―
Ｂ 

平
井
康
宗 
株
式
会
社

ネ
ク
ス
ト

イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン 

東
京
都
中

央
区
銀
座

三
丁
目
一

三
番
四
号

真
光
ビ
ル

四
Ｆ
―
Ｂ 

〃 

第
二
〇
五

七
号 

創
心
管
工 

船
橋
市
習

志
野
台
四

丁
目
七
三

番
七
六
号 

森
川
拓
己 

創
心
管
工 

船
橋
市
習

志
野
台
四

丁
目
七
三

番
七
六
号 

〃 

第
二
〇
五

八
号 

有
限
会
社

ミ
カ
サ
プ

ラ
ミ
ン
グ 

船
橋
市
夏

見
三
丁
目

二
二
番
一

五
号 

鈴
木
朗 

 

有
限
会
社

ミ
カ
サ
プ

ラ
ミ
ン
グ

事
業
所 

白
井
市
冨

士
一
二
六

番
地
の
一

五 

〃 

第
二
〇
五

九
号 

  

株
式
会
社 

和
工
務
店 

千
葉
市
中

央
区
村
田

町
一
、
一

八
九
番
地 

糸
日
谷
和
之 

 

株
式
会
社 

和
工
務
店 

千
葉
市
中

央
区
村
田

町
一
、
一

八
九
番
地

グ

ラ

ン 

平
成
三
十
年

六
月
二
十
日 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

シ
ャ
ル
マ

ン
一
階 

 

第
二
〇
六

〇
号 

株
式
会
社

岡
野
水
道

設
備 

埼
玉
県
久

喜
市
太
田

袋
六
二
八

番
地 

岡
野
京
生 

株
式
会
社

岡
野
水
道

設
備
本
店 

埼
玉
県
久

喜
市
太
田

袋
六
二
八

番
地 

〃 

 

第
二
〇
六

一
号 

株
式
会
社 

ダ
イ
マ
ツ 

成
田
市
西

三
里
塚
一

番

七

四

ル
ー
ミ
ー

成
田
四
七

号
館
二
〇

三
号
室 

堀
越
隆 

株
式
会
社 

ダ
イ
マ
ツ 

本
社 

成
田
市
西

三
里
塚
一

番

七

四

ル
ー
ミ
ー

成
田
四
七

号
館
二
〇

三
号
室 

〃 

 

第
二
〇
六

二
号 

株
式
会
社

Ｋ
Ｏ
Ｙ
Ｕ

設
備 

柏
市
根
戸

四
七
一
番

地
七
九 

西
川
功
一 

株
式
会
社

Ｋ
Ｏ
Ｙ
Ｕ

設
備 

柏
市
根
戸

四
七
一
番

地
七
九 

〃 

 

第
二
〇
六

三
号 

株
式
会
社

ウ
ォ
シ
ュ

マ
ン 

鎌
ケ
谷
市

鎌
ケ
谷
九

丁
目
一
四

番
三
八
号 

高
田
洋
志 

株
式
会
社

ウ
ォ
シ
ュ

マ
ン 

鎌
ケ
谷
市

鎌
ケ
谷
九

丁
目
一
四

番
三
八
号 

〃 

 

第
二
〇
六

四
号 

 

誠
水
社 

松
戸
市
上

本
郷
二
、

二
八
五
番

地
の
一
セ

レ
ナ
ハ
イ

ム
北
松
戸

一
一
〇
四

号 

佐
藤
智
裕 

誠
水
社 

松
戸
市
上

本
郷
二
、

二
八
五
番

地
の
一
セ

レ
ナ
ハ
イ

ム
北
松
戸

一
一
〇
四

号 

〃 

 

第
二
〇
六

五
号 

 

有
限
会
社

さ
い
と
う

設
備 

市
川
市
曽

谷
五
丁
目

九
番
二
号 

斎
藤
洋 

有
限
会
社

さ
い
と
う

設
備 

市
川
市
曽

谷
五
丁
目

九
番
二
号 

〃 

 

第
二
〇
六

六
号 

 

株
式
会
社

ク
ラ
シ
ア

ン 

神
奈
川
県

横
浜
市
港

北
区
新
横

浜
一
丁
目 

鈴
木
一
也 

株
式
会
社

ク
ラ
シ
ア

ン
船
橋
支

社 

船
橋
市
丸

山
四
丁
目

四
六
番
六

号 

〃 

 

 
 

 
 

 
 

 



  

五 
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二
番
地
一 

 
 

 
 

第
二
〇
六

七
号 

 

株
式
会
社

ト
ラ
ン
ス

リ
ー 

東
京
都
文

京
区
関
口

一
丁
目
一

九
番
六
号

弥
助
ビ
ル

五
階 

川
﨑
裕
章 

株
式
会
社

ト
ラ
ン
ス

リ
ー 

東
京
都
文

京
区
関
口

一
丁
目
一

九
番
六
号

弥
助
ビ
ル

五
階 

〃 

 
第
二
〇
六

八
号 

 

有
限
会
社

北
村
設
備 
富
里
市
久

能
二
八
八

番
地 

北
村
衛 

有
限
会
社

北
村
設
備 

富
里
市
久

能
二
八
八

番
地 

〃 

 

第
二
〇
六

九
号 

 

有
限
会
社

あ

っ

と

ほ
ー
む
社 

東
京
都
江

戸
川
区
南

小
岩
一
丁

目
八
番
四

号 

大
隅
則
夫 

有
限
会
社

あ

っ

と

ほ
ー
む
社 

東
京
都
江

戸
川
区
南

小
岩
一
丁

目
八
番
四

号 

平
成
三
十
年

七
月
二
十
五

日 

第
二
〇
七

〇
号 

み
や
び
住

設 

千
葉
市
稲

毛
区
宮
野

木
町
一
、

四
五
八
番

地
八 

本
宮
久
義 
み
や
び
住

設 

千
葉
市
稲

毛
区
宮
野

木
町
一
、

四
五
八
番

地
八 

〃 

 

第
二
〇
七

一
号 

テ
ク
ニ
カ

ル
ワ
ー
ク

株
式
会
社 

我
孫
子
市

新
木
三
、

〇
五
五
番

地
の
一 

石
渡
希
利
人 

テ
ク
ニ
カ

ル
ワ
ー
ク

株
式
会
社 

我
孫
子
市

新
木
三
、

〇
五
五
番

地
の
一 

〃 

 

第
二
〇
七

二
号 

株
式
会
社

備
後
屋 

市
川
市
欠

真
間
二
丁

目
一
八
番

二
二
号 

古
志
智
宏 

株
式
会
社

備
後
屋
本

店 

市
川
市
欠

真
間
二
丁

目
一
八
番

二
二
号 

〃 

 

第
二
〇
七

三
号 

か
す
え
設

備 

柏
市
増
尾

一
、
〇
二

〇
番
地
二 

霞
末
翔 

か
す
え
設

備 

柏
市
増
尾

一
、
〇
二

〇
番
地
二 

〃 

 

第
二
〇
七

四
号 

ス
マ
ー
ト

株
式
会
社 

千
葉
市
中

央
区
椿
森

三
丁
目
六

番
一
号 

大
沼
唱
司 

ス
マ
ー
ト

株
式
会
社 

千
葉
市
中

央
区
椿
森

三
丁
目
六

番
一
号 

〃 

 

  
 

 

給
水
装
置
工
事
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
の
廃
止 

 

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
か
ら
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
水
道
局
長 

 

岡 

本 
 

和 

貴 
 

 

指
定
番
号 

名

称 

住

所 

代
表
者
氏
名 

給
水
区
域
で
給
水
装
置

工
事
の
事
業
を
行
う
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在

地 

廃
止
年
月
日 

 
 

 
 

名

称 

所

在

地 
 

第
七
三
四

号 

株
式
会
社

ク
ラ
シ
ア

ン 

神
奈
川
県

横
浜
市
港

北
区
新
横

浜
一
丁
目

二
番
地
一 

鈴
木
一
也 

株
式
会
社

ク
ラ
シ
ア

ン
千
葉
営

業
所 

千
葉
市
緑

区
土
気
町

一
、
六
三

二
番
地
二 

平
成
二
十
八

年
十
二
月
三

十
一
日 

株
式
会
社

ク
ラ
シ
ア

ン
西
千
葉

支
社 

船
橋
市
丸

山
四
丁
目

四
六
番
六

号 

第
一
三
二

〇
号 

株
式
会
社

久
田
設
備

工
業 

茨
城
県
水

戸
市
酒
門

町
一
、
九

二
五
番
地 

久
田
晃
由 

株
式
会
社

久
田
設
備

工
業
水
戸

営
業
所 

茨
城
県
水

戸
市
酒
門

町
一
、
九

二
五
番
地 

平
成
三
十
年

三
月
二
十
日 

株
式
会
社

久
田
設
備

工
業
つ
く

ば
出
張
所 

茨
城
県
牛 

久
市
上
柏 

田
一
丁
目 

三
五
番
地 

四 
第
一
九
五

二
号 

株
式
会
社

西
日
本
設

備 

大
阪
府
大

阪
市
北
区

東
天
満
一

丁
目
六
番

八

号

ラ

シ
ー
ヌ
東

天
満
九
〇 

三
角
武
史 

株
式
会
社

西
日
本
設

備 

大
阪
府
大

阪
市
北
区

東
天
満
一

丁
目
六
番

八

号

ラ

シ
ー
ヌ
東

天
満
九
〇 

平
成
三
十
年

四
月
三
十
日 
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二 
 

 

二 
 

第
七
〇
三

号 

関
東
建
設

株
式
会
社 

茂
原
市
茂

原
六
九
九

番
地 

岩
瀬
喜
三
夫 

関
東
建
設

株
式
会
社 

茂
原
市
茂

原
六
九
九

番
地 

〃 
第
一
六
六

二
号 
株
式
会
社

三
鈴
工
業 

白
井
市
冨

士
一
二
二

番
地
の
四

九 

鈴
木
光
洋 

株
式
会
社

三
鈴
工
業 

 

白
井
市
冨

士
一
二
二

番
地
の
四

九 

平
成
三
十
年

五
月
十
五
日 

第
八
七
二

号 

有
限
会
社

普
賢
建
設

工
業 

松
戸
市
八

ケ
崎
五
丁

目
九
番
地

二
九 

古
澤
五
男 

有
限
会
社

普
賢
建
設

工
業 

松
戸
市
八

ケ
崎
五
丁

目
九
番
地

二
九 

平
成
三
十
年

六
月
一
日 

                       

                                    

 
 

 

購
読
料 

月
ぎ
め 

一
部
一
箇
月
一
、
三
〇
〇
円
（
送
料
を
含
む
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

定
期
購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
一
五
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
部
売
り
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
六
五
八 


